
「国土調査のあり方に関する検討小委員会」の開催について 

 
 
 
 

１．「国土調査のあり方に関する検討小委員会」について 

「国土調査のあり方に関する検討小委員会」は、国土審議会土地政策分科会

企画部会の下に平成 21年 1月に設置されたもの（別紙１）。平成 21年 3月～

8月に、第６次国土調査事業十箇年計画をはじめ、国土調査の今後のあり方に

ついて検討したところ。 

 

２．開催趣旨 

国土調査については、平成 22 年 5 月 25 日に第６次国土調査事業十箇年計

画（計画期間：平成 22年度～31年度）が閣議決定され、現在、同計画に基づ

き国土調査を推進しているところ。 

同計画においては、「この計画は、今後の社会・経済の動向、財政事情等を

勘案しつつ、中間年に見直す」とされているため、中間年の見直しの一環とし

て「国土調査のあり方に関する検討小委員会」を開催する。 

 

３．検討小委員会の構成 

  別紙２のとおり。 

 

４．検討スケジュール 

本年２月２７日に平成２６年第１回、４月２１日に平成２６年第２回小委員

会を開催。平成２６年第３回の小委員会については、６月下旬に開催予定であ

り、８月ごろに報告書をとりまとめて公表予定。 

 

 

資料３ 
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国土調査のあり方に関する検討小委員会設置要綱

平成２１年１月２３日

国土審議会土地政策分科会

企画部会決定

（設置）

１．国土審議会土地政策分科会企画部会に国土調査のあり方に関する検討小委員

会（以下「小委員会」という。）を置く。

（任務）

２．小委員会は、土地政策における国土調査の現状を検証するとともに、今後の

施策の方向について調査する。

（委員長）

３．小委員会に、委員長を置く。委員長は、当該小委員会に属する委員の互選に

より選任する。

（庶務）

４．小委員会の庶務は、国土交通省土地・水資源局国土調査課において処理する。

（雑則）

５．この要綱に定めるもののほか、小委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、

委員長が定める。

（附則）

この要綱は平成２１年１月２３日から施行する。

（別紙１）
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（別紙２） 

 

国土審議会土地政策分科会企画部会 

国土調査のあり方に関する検討小委員会委員名簿 

 

 

阿子島 功  山形大学名誉教授 

佐藤 剛   (株)北海道新聞社東京支社長 

（委員長）清水 英範  東京大学大学院工学系研究科教授 

千葉 二   測量士  

中林 一樹  明治大学大学院政治経済学研究科特任教授 

中山 耕治  司法書士 

三島 喜八郎 岐阜県森林組合連合会代表理事副会長兼専務 

山下 保博  三井不動産(株)特任参与 

山野目 章夫 早稲田大学大学院法務研究科教授 

山本 正徳  岩手県宮古市長 

山脇 優子  土地家屋調査士 

若松 加寿江 関東学院大学理工学部教授 

渡邉 文雄  (一財)資産評価システム研究センター理事長  

 

〈五十音順、敬称略〉 
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国土調査の概要

・国土調査は、国土調査法（昭和26年法律第180号）、国土調査促進特別措置

法（昭和37年法律第143号）等に基づき実施しており、国土の開発及び保全

並びにその利用の高度化に資するとともに、あわせて地籍の明確化を図る

ため、国土の実態を科学的かつ総合的に調査するものである。

・国土調査は、地籍調査関係、土地分類調査関係及び水調査関係の３つに大

きく分けることができる。

・国土調査は、現在、平成２２年５月に閣議決定された第６次国土調査事業

十箇年計画に基づき進められているところであるが、同計画は中間年に見

直すものとされている。

地籍調査関係

水調査関係

土地分類調査関係

一筆ごとの土地の所有者、地番及び地目の
調査、境界及び地積に関する測量

土地の利用現況、土壌の性質等の主要な自
然的要素及び生産力に関する調査

陸水の流量、水質等及び水利に関する調査

国
土
調
査

・基準点測量

・基本調査

・地籍調査

・土地分類基本調査

・土地保全基本調査

・土地分類調査

・水基本調査

・主要水系調査
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国 土 調 査 事 業 十 箇 年 計 画  

 

 
平 成 ２ ２ 年 ５ 月 ２ ５ 日

閣 議 決 定

 

国 土 調 査 促 進 特 別 措 置 法 （ 昭 和 ３ ７ 年 法 律 第 １ ４ ３ 号 ） 第 ３

条 第 １ 項 に 規 定 す る 国 土 調 査 事 業 十 箇 年 計 画 を 次 の と お り 定 め

る 。  

 

１  地 籍 調 査  

 優 先 的 に 地 籍 を 明 確 に す べ き 地 域 を 中 心 に 地 籍 の 明 確 化 を 促

進 す る た め 、 十 箇 年 間 に 実 施 す べ き 国 土 調 査 事 業 の 量 は 、 次 の

と お り と す る 。  

（ １ ） 国 の 機 関 が 地 籍 調 査 の 基 礎 と す る た め に 行 う 基 準 点 の

測 量 の 基 準 点 の 数 は 、 人 口 集 中 地 区 以 外 の 地 域 を 対 象 に 、

8 , 4 0 0 点 と す る 。  

（ ２ ）  （ １ ）に 掲 げ る 基 準 点 の 測 量 を 除 き 、国 の 機 関 が 地 籍

調 査 の 基 礎 と す る た め に 行 う 基 本 調 査 の 調 査 面 積 は 、

3 , 2 5 0 平 方 キ ロ メ ー ト ル と す る 。  

（ ３ ） 地 方 公 共 団 体 又 は 土 地 改 良 区 そ の 他 の 国 土 調 査 促 進 特

別 措 置 法 施 行 令 （ 昭 和 ４ ５ 年 政 令 第 ２ ６ １ 号 ） 第 １ 条 各

号 に 掲 げ る 者 が 行 う 地 籍 調 査 の 調 査 面 積 は 、2 1 , 0 0 0 平 方

キ ロ メ ー ト ル と す る 。  

併 せ て 、 国 土 調 査 法 （ 昭 和 ２ ６ 年 法 律 第 １ ８ ０ 号 ） 第 １ ９ 条

第 ５ 項 の 規 定 に 基 づ く 国 土 調 査 の 成 果 と 同 等 以 上 の 精 度 又 は 正
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確 さ を 有 す る 国 土 調 査 以 外 の 測 量 及 び 調 査 の 成 果 等 に つ い て も

活 用 を 促 進 す る 。  

こ れ ら に よ り 、地 籍 調 査 対 象 面 積（ 全 国 土 面 積 か ら 国 有 林 野 、

公 有 水 面 等 の 面 積 を 除 い た 地 域 の 面 積 ） に 対 す る 地 籍 調 査 実 施

地 域 の 面 積 の 割 合 を 、４ ９ ％（ 平 成 ２ １ 年 度 末 時 点 ）か ら ５ ７ ％

（ 平 成 ３ １ 年 度 末 時 点 ） と し 、 特 に 人 口 集 中 地 区 に お け る 地 籍

調 査 実 施 面 積 の 割 合 を 、 ２ １ ％ か ら ４ ８ ％ と し 、 人 口 集 中 地 区

以 外 の 林 地 に お け る 地 籍 調 査 実 施 面 積 の 割 合 を 、 ４ ２ ％ か ら  

５ ０ ％ と す る こ と を 目 標 と す る 。  

ま た 、中 間 年 を 目 標 に 、地 籍 調 査（（ ２ ）に 掲 げ る 基 本 調 査 を

含 む 。）に つ い て 、調 査 未 着 手 の 市 町 村 又 は 調 査 休 止 中 の 市 町 村

（ 優 先 的 に 地 籍 を 明 確 に す べ き 地 域 に つ い て 調 査 が 完 了 し て い

る 市 町 村 を 除 く 。） の 解 消 を 目 指 す 。  

 

２  土 地 分 類 調 査  

 土 地 本 来 の 自 然 条 件 や 土 地 の 改 変 状 況 等 を 把 握 す る た め 、 十

箇 年 間 に 実 施 す べ き 国 土 調 査 事 業 の 量 は 、 次 の と お り と す る 。  

国 の 機 関 が 土 地 分 類 調 査 の 基 準 の 設 定 の た め に 行 う 基 本

調 査 の 調 査 面 積 は 、 人 口 集 中 地 区 及 び そ の 周 辺 を 対 象 に 、

1 8 , 0 0 0 平 方 キ ロ メ ー ト ル と す る 。  

 

３  計 画 の 見 直 し  

こ の 計 画 は 、 今 後 の 社 会 ・ 経 済 の 動 向 、 財 政 事 情 等 を 勘 案 し

つ つ 、 中 間 年 に 見 直 す も の と す る 。  
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